
E寄稿】  

第5次宅地需給長期見通し策定と研究会の開催  

番 場  哲 晴   

平成12年6月の住宅宅地審議会（以下「審議会」という。）の答申については、本誌前  

号拙稿で紹介させて頂いたところである。当室はその答申を踏まえ、住宅局で進めている  

第8期住宅建設五箇年計画の策定準備とも歩調を合わせつつ、第5次の宅地需給長期見通  

し（以下「見通し」という。）を策定すべく、その前段の研究会の第1回を平成12年8月  

1E＝こ開催した。住宅と概ね同様の時期に、第5次の見通しも確定させたいと考えている。   

本稿では見通しの意義と新しく検討すべき内容について簡単に紹介する。  

0 調査の実施体制及びスケジュール   

上記の目的に資するため、学識経験者、地方公共団体職員、宅地開発事業者及びその団  

体関係者、都市基盤整備公団職員等で構成される「宅地需給長期見通し研究会」を設置し  

た。そのうちの学識経験委員の五人の方のお名前は下の通り。他の方のお名前は失礼なが  

ら略させて頂いた。  

座長 日端康雄慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授  

委員（順不同）  

井出多加子成践大学経済学部経済学科教授  

石坂公一東北大学大学院都市・建築学専攻助教授  

倉橋透千葉大学法経学部総合政策学科助教授  

中井検裕東京工業大学工学部社会工学科助教授   

本研究会は平成12年中に3回程度開催する予定である。  

1 見通しの経緯   

表題に「第5次」と冠してあるが、見通しのこれまでの経緯は次の通りである。  

（1）昭和55年の審議会答申   

昭和55年7月の審議会答申「新しい住宅事情に対応する住宅政策の基本的体系について」  

において、「各般の宅地供給施策の共通の目標となり、具体の宅地開発事業の実施の上で  

の指針となる計画が必要」であるという理由から、見通しの策定を急ぐべきである旨の提  

言があった。  

（2）策定とその意味  

（1）を受け建設省は、第4期住宅建設五箇年計画の策定と時期を合わせて、昭和56年3  

月に、昭和56年度からの10年間を対象に第1次見通しを策定した。表－1のS56～S60と  

S61～H2の欄に掲げられた62，500haと60，700haがそれである。見通しは、昭和56年以後   
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の各回においては、前回分の後半部5年を改訂して前半分とし、次の5年分について新た  

に予測を付加する形で策定されている。   

見通しを策定8公表ずる事の意味を、今日において推測すれば、  

①圧倒的な宅地需要超過の状況にあって、見通しの提示自体に宅地供給促進上の効果があ   

ること  

②法定計画である住宅建設五箇年計画の建設戸数のうち、新規宅地※ 上に建でられるべ  

きも のl≡て∋いでこれと整合的な宅地需給が存することを示す必要がある三と  

③法定計画である各程の公共事業五箇年計画や住宅建設五箇年計画と異なるもの軌 宅地   

供給事業の内相当部分が公的供給と見込まれ、また、民間分であっても関連公共施設整   

備促進事業の対象となるものがあるので、法定計画に比べやや間遠ながらも公的資金例   

所要額の目安を示すことにつながる意味があること   

の3点ではないかと思われる。  

※見通しでは、三れまで住宅地系め用途に使われぞいなかぅた主砲が新たに住宅地系の用  

途に僕われるようになったことを以で、「宅地供給」があすたゑ脅え、需要に習いてもそ  

れと同様に考えるので、既存宅地を使った戸建て分譲やマンション建設のケ隅スは、宅地  

供給と捉えない◎が普通である。  

（3）見通しと地価   

次頁の喪服1では、これまでの見通しで提示しモきた宅地需給量と供給実績を対置して  

いるが、ここから明らかなように、見通しは特に過克とも言えず、概ね常識的な線で設定  

されできた。これは、供給案績がバブル期（表出1のS61裡H2め欄）及びバブル崩壊期  

（表出1（かそれ以降の期間）を通じぞ、地価動向と関わりなく概ね年間1万ha程度で安定  

的に推移し、見通しの方でもそれを目安にすることに妥当性があった≡とが最大の理由で  

あったと推測される。見通しは後述のように専ら世帯数の増加を最大の要因としており、  

地価動向とは全く無関係なものとしで策定されてきた。前々回までは地価は常に右肩上が  

りであったから、それを所与のものとして、需要も供給も四定のペ叫スで増加するという  

考えに立っぞいたと思われる。その三とはやや大雑把な仮定とも言えるが、旧応は領ける  

ものであった。前回は既に地価下落ほはっきりしていたが、前々回までを頗条件に引き継  

いだためか或いは上方下方いずれとも地価の動く方向の見極めが出来ず、結局それを無視  

する三とになったものであろうか、いずれにせよ地価動向は考慮に入れ貰いない。   

地価下落と宅地需給量との関係を模式的に言えば、以下の5つの現象が生じる（はずで  

ある）が、これ富でのところ下のイと王は現実化せず、結局需要供給ともに1（減少の意。  

†はその道の増加の意）方向の作用が卓越している。   

ア 供給者の事業存続が困難になる（供給の↓）   

イ 供給者は、事業存続又は事業清算のため、戸建て用宅地を投げ売りする（供給の†）   
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ウ 供給者は、戸建て用宅地よりも売りやず（く宅地使用面積の小さ）いマンションを  

より多く売ろうとする（供給め1）   

王 需要者は従来と同じかそれ以下の金額を、値が下がった、より広い新規め宅地（マ  

ンション敷地も含む）購入に投じる（需要の†）   

オ 需要者は従来と同じかそれ以下の金額を、時系列的には下がったが郊外部に比べる  

と相対的に高い大都市都心部のマンション敷地である宅地購入に投じるが、この宅  

地購入は戸建て用宅地より使用面積が小さいか又は新規需要としてカウントきれな  

い（需要め↓）   

これはバブル期に信じられていたこと（地価が高いと宅地需給が逼迫して広い戸建て住  

宅に住めないが、地価が下がればそれが可能になる）が、個人め選択の結果としではとも  

かく社会全体の選択としては正しくなかったことを意味する。その理由は、言うまでもな  

く、都心部と郊外部とで価格（面積当たりの単価でなく、それぞれの場所におlナる1戸の  

住宅としでめ単位価格）を（義広義の）利便性で割った比が、都心部側に大きく振れ、割  

安感が生じたことにある。  

表血1 第1次柑第4次見通しによる宅地需給量と供給実績推計  

（単位：ha）  

期 間   S56柑S60   S61～H2   H3′》H7   H8～H12   H13㈲‖17   

第1次   62．500   

第2次  5凱200   55．700  

第3次  58．000   55，000  

第4次  54，700   50，900   

供給案績   55．400   52．500   54．000   28，300  

（H8一日lO）  

供給案績  88．6   88．7   93．1   51．7  

／見通し（％）  （H8－‖10）  

注）1 この需給量の面積は、住宅数地面積に細街路、プ♭イロット等を加えた数値  

（MG（ミディアムグロス）ベⅦス）  

2 供給実績推計は、建設省宅地企画調査室がFO（）毎度の宅地供給量（推計結  

果）」として把握した供給量の相当年度分。同じくM（ヨベ脚ス。  

3 「供給実績／見通七」め欄のF見通し」は改訂された新しい方の数値を使乱  

2 第5次見通しの構成と推計手法  

（1）構成   

今回の見通しも最終的にはこれまでの見通しの構成にならい、地価との関係に触れずに  

策定することになるかと思われる。それは、   
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ア 今後10年程度め期間内め地価は、継続的下落も反転上昇もありうると見られるのでど   

ちらとも定め難いこと、  

イ 地価が極端に下がっで1（3）のイと三の現象が発生すれば、個人住宅の敷地使用面積   

が従来の水準から飛躍的に増加するが、宅地の質に関する水準の向上を見込んでも、当   

面はなお従来めもめめ近傍に底意ると考えられ、世帯数が依然最大のパラメ隔夕何であ   

ると推測されること、   

め2点のためである。   

従っで、平成13圏22年度め10年間に∋いぞ宅地需給量を予測し、そめ際、前半5年（平  

成13柑17年應）、後半5年（早成18㈲22年度）に分Iナるものとする。審議会答申の申では、  

1996（平成呂∋卑柑2015（平成2冒）卑で、約13万haと見積もったが、そのうち2001㈲2010  

年分ほ約6．5h竃をなっでおり、（2）により精査しても概ねこの近傍め水準になるのではない  

かとも思われる。  

（2）推計手法の手順   

基本的には従来め手法を踏轟ずる。  

（D住宅需要量   

ア 4種類め需要要因（世帯数の増力臥 同居一非住宅居住（寮府簡易宿泊所等に居住す  

る最低居住水準未満の同居世帯）の解消、空家の増加、滅失住宅の補充）に基づき、  

世帯数の将来推計住宅統計調査等を用いて算定した住宅建設五箇年計画の計画戸数を  

前期5年間の住宅需要量とする。   

イ 同様な拳法を用いて試算した後期5年間の住宅需要量と合算することにより、今後   

10年間の住宅需要量を求める。  

②宅地需要量   

ア ①で求めた住宅需要量から、各種調査から推計される既存宅地での建設戸数を除く  

ことにより新規宅地必要戸数を求める。   

イ 住宅形式別戸数に戸当り敷地面積の推計値を乗じた上で、MG化率を乗ずることに  

より、10年間の宅地需要量（M（ヨベ出ス）の見通しを計算する。  

なお、第4次見通しの際のM∈芸低率は、戸建住宅1．22、共同住宅1」1、であった。  

③宅地供給量   

公共団体等を通じた調査により、公民別、事業手法別に、具体的な事業計画に基づく供  

給量を積上げるとともに、過去の許認可実績、土地偲転用状況等から、今後の宅地の供給  

動向を推計し、10年間の宅地供給量（M6ベ出ス）の見通しを計算する。  

④需給バランスのチェック   

②、③で求めた宅地需要量と宅地供給量について、公民別、事業手法別に、経済社会動  

向、諸施策の展開状況等を踏奮えた上で、需要と供給のバランスをチェックする。  

（3）見通し策定時の留意事項   

基本的に前回と同様の作業を行うが、今回は以下の事項についで特に留意する。   
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①宅地ストック改善の要素の勘案   

冒頭の本年の審議会答申の趣旨に鑑み、後述のように宅地の質の水準の目標設定を図る  

こととしているが、これと軌を血にして、べ叫スとなる宅地面積を従来より向上させる必  

要があるのではないか。  

②MG化率の改定   

従来用いたMG化率を上方又は下方に改定する必要があるか。   

上方に改定するということは、宅地廻りの小公園卜街路とはいえ公共施設の水準が増加  

し、より環境の優れた住宅地となることを意味する。  

③単身F高齢者世帯の増加の勘案   

従来は世帯を区分せず、全ての世帯を同地とみなし、必要な住宅面積及び敷地面積を血  

走としてきた。これでは、全世帯のうちの相当数を占めるに至った高齢者のみ世帯の宅地  

需要（＝通常ほとんど発生しないと考えられる）を反映したものとは貫い難く、また、単  

身世帯（＝高齢者のみ世帯に比べれば宅地需要は発生するが、やはり普通世帯に比べ相当  

に少ない）についても同様である。従ナて将来世帯数の申での高齢、単身世帯の世帯の増  

加傾向とそれのもたらす常識的な結果とを需給モデルに反映する必要があるめではないか。  

④地域毎の世帯数勒向の更なる変化への対応   

審議会答申で用い、今回の作業でも準拠する予定の国立社会保障B人目問題研究所（以  

下「人間研」という）の世帯数予測については、バブル暗から平成7年頃までの地価高騰  

による郊外居住人口増加を将来についても同様と強調しすぎていて、その後の急激な都心  

居住の増加（少なくとも都区部でのマンション建設の堅調）を十分反映していないとの指  

摘がⅦ部にある（例えば、平修久「都市居住の将来像に関する研究」（都市住宅学会「都  

市居住の将来像に関する研究小委員会1999年度」報告書所収）である。昌⑬ペ叫パーの存  

在をご教示頂いた小林重敬横浜国立大学教授にこの場を借り御礼申し上げる）。人間研と  

別の予測を立てることは正直難しいが、この指摘をどう見るべきか。いう奮でもなく、宅  

地需要が↓に向かう要素である。  

3「見通し」に盛り込まれるべく新しく検討される内容（予定）   

審議会答申を踏まえ、以下の項目について新しく検討する予定である。  

（1）宅地の質に関する水準の設定   

宅地の「質」とは何かについて考究し始めると、答えは無限であり、数値化できないも  

のばかりとなろう。しかし、敷地面積、接道幅員、延べい率の3つ及びそのセットが、外  

形的に宅地の質を表す最も簡明な基準と思われる。   

過去3回分の住宅統計調査等に基づくクロス集計で、まず、F低い」方を見ると、例え  

ば図－1の通りである。これは、敷地面積100ポ未満、延べい率60％以上、接道幅員4m未  

満の戸建て住宅の全体住宅戸数（HlOで2，518万戸）に対する割合である。   
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図鰭1 敷地面積100ポ未満、建ぺい率60％以上、接道幅員4m未満の  

戸建て住宅の全体に対する比率の推移  

田S 63 ■ト15 口H lO  

l  

1 

l－l－  
（注）S63、H5＝同年の住宅統計調査から集計 日lO＝同年の住宅・土地統計調査から  

集計   

上の囲では図のタイトルの条件を3つとも満たすものが、全国的にはバブル及びその崩  

壊過程を経て減りつつあるが、凛京、大阪では逆に増加していることを示す。バブル期に  

おいて全国的には郊外型戸建て住宅が増加し、その分古くからの都市内にあるであろうこ  

うした住宅が割合としては減ったであろうが、東京、大阪に限れば逆であり、それは、バ  

ブル期の地価上昇→＝戸建て住宅の敷地面積減という現象と、バブル崩壊後の地価下落→  

都心よりの地域でより狭い敷地の住宅を求めるという現象の相乗効果であたと推測される。  

こうした住宅を、最低水準に達しないものと断定することは、大いに躊躇される。特に東  

京、大阪においては「常識的な」もので、そこに住むことを特に「不幸」と感じている人  

は稀であろうから、我々の問題設定自体が或いは間違っているのかもしれないが、例えば  

東京都住宅政策審議会の平成12年7月の資料では、都区部で戸建て・長屋建てで敷地面積  

100舶来満のものが全体の7割以上となっている区は6（千代田、中央、台東、墨田、江東、  

荒川）であり、50汀i未満のものが25％を超える所も5（千代田、中央、台東、墨田、荒川）  

あるが、さすがにここまで来るとこのままで良いのかという疑問は生ずる。   
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図－2 敷地面積300Ⅳi以上、延べい率40％未満、接道幅員6m以上の  

戸建て住宅の全体に対する比率の推移  
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屈S 63 ∫H 5 口H lO   
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囲－1とは逆に、「良い」方の例の推移である（S63、H5、HlOは園鵬1の（注）と  

同じ）。欧米の大都市近郊の住宅市街地では、別に素晴らしく高い水準とは言えないもの  

であろうが、東京、大阪では1■〉2％である。これを以て直ちに新しい宅地の質的目標と  

はし難いが、何らかの形で望奮しい水準設定をしない限り、いつまでもこめ状態が継続す  

ることだけは確かであ在である。  

（2）年々の宅地供給量減少に伴うディベロツパーの保有に係る素地量の把握   

宅地が供給されている大都市地域周辺の、保有素地の量に関する状態を把握し、これと  

年々の宅地供給量との対比をすることにより、あと0年分の宅地供給余力があること等の  

提示を行い、それが適正在庫を超えているかどうかの検証も行う。  

（3）定期借地による宅地供給量推計   

定期借地権付住宅の戸数は、定期借地権普及促進協議会（httpニ／／胴乱teishaku．com／）  

から逐次発表されているが、面積べ叫スで将来推計を行う。最近2、3年では年間60′〉80  

haで（図軸3）、全宅地供給量の1％弱程度である。分母が減り気味で分子の伸びが比較  

的堅調なことから、そうそう無視はできないだろう。   

定期借地権付住宅は、価格上の優位さ（近隣の同面積換算の物件比較で、戸建て定期借  

地権付住宅は普通の住宅の55％相当）によるものと推定されていて、ここで推計する際に  

も、価格の要素（地価の更なる下落による購入時点での絶対的金額差の減少）が関係しな  

いはずはないが、2（1）と同様に除外する。   
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囲－3 定期借地権付住宅による宅地供給量（概算）  

（ha）  

H5年 H6年 H7年 H8年 H9年 H10年 H11年 その他  
（快音された年が不明なもの）  

資料：全国定期借地権付住宅の供給案績調査報告書（平成12年6月 
第4次宅鱒萬絵長期見通し調査（平成8年3月 建設省宅地企画調査室）   

（4）開発型証券化等による宅地供給量推計   

筆者は（財）民間都市開発推進機構】都市研究センター在職時に同僚と共同で、10年間  

での我が国における商業用不動産の証券化総額見込み（15～20兆円）を算出したことがあ  

る。それにどれだけの確実さがあったかどうかはともかく、近年の証券化の動きは凄まじ  

い。平成12年8月7日付け日本経済新聞朝刊は、昨年の証券化額が2．500億円、12年1～8  

月期で5，330億円と報道する。瓢箪から駒と言うのも障られるところではあるが。   

特定共同投資事業では戸建て住宅分譲が数件あり、マンションの開発型証券化もある。   

着手～販売が2、3年程度であれば、不確定要素が強く証券化に向かないとも言えず、  

証券化も可能であろう。これも（3）同様少ないと思われるが、推計に値する。  

（5）宅地供給量の経済的意味の把握   

見通しの意義は正直薄れている。しかも今回は、見通し結果が従来より相当減少する。  

これが行政施策に何ら結びつかないのなら無意味であるが、これの経済的効果は世間的に  

は無意味ではない。見通しに面積当たりの造成費を乗じると、建設投資額が推計される。  

更に（売り出し価格予測は難しいので）素地代等を加えることで、土地市場の中での宅地  

の譲渡代金の額が推計され、宅地市場の経済全体の中での位置付けも解ることになる。  

終わりに   

以上、この研究会での問題意識を紹介させて頂いた。委員各位のご指導を仰ぎつつ、的  

確な検討結果をとりまとめたいと考えている。  

［ばんば てつはる］  

［建設省宅地企画調査室長］   
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